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年次有給休暇取得率45％以上を目指します。同時に、働き方改革の一つ

の柱でもある「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日

について、毎年、時季を指定して与えること」も法施行前から実行します。

当院の前年度における、年次有給休暇の取得率は44.0%です。平成29年度

の全国平均は49.4%となっており。個人ごと・部署ごとの取得率を一覧化し

部署責任者に情報共有するとともに、部署責任者が次月勤務予定表作成

時に留意し、年間５日以上は時季指定して付与することとします。

女性が子育てと仕事を両立し、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやす

い環境の整備することで、その能力を充分に発揮できる職場を目指します。

育児休業の実績として、女性の取得率は100%であり、3年間で17名が18

回取得しております。加えて、併設の院内保育園では、生後7ヶ月～小学

校入学始期前まで利用でき、費用は規定により当院が全額助成していま

す。また、子の看護休暇は半日単位で取得でき、有給化としています。


